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令和６年度「全国学力・学習状況調査」及び「石川県基礎学力調査」の実施について

Ⅰ 全国学力・学習状況調査

１ 実施日 令和６年４月１８日（木）

２ 調査の目的

(1) 義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学

力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。

(2) 学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。

(3) そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。

３ 調査方式

悉皆調査

４ 調査対象学年等

小学校６年 全児童

中学校３年 全生徒

５ 調査内容

(1) 児童生徒に対する調査

・教科に関する調査

小学校６年 国語・算数、中学校３年 国語・数学

知識・活用を一体的に問う調査問題

・学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する質問紙調査

(2) 学校に対する調査

指導方法に関する取組や人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する質問

紙調査

６ その他
(1) 取材方法等

別紙のとおり

(2) 調査問題、正答例、児童生徒質問紙については、文部科学省の定めにより、希
望があれば、４月１８日（木）１４：３０以降に学校指導課にて資料提供する。

調査問題、正答例、児童生徒質問紙についての報道解禁日時

・ラジオ・テレビ・インターネット：４月１８日（木）１７：００
・新聞 ：４月１９日（金）朝刊



Ⅱ 石川県基礎学力調査

１ 実施日 令和６年４月１７日（水）

２ 調査の目的

児童生徒の基礎的・基本的な知識・技能や活用力の定着状況、及び学習・生活

状況について把握・分析し、学校における児童生徒への教育指導の改善を図る。

併せて、教員の指導状況等を把握し、指導改善に役立てる。

３ 教科に関する調査対象学年等

小学校４年 全児童

小学校６年 全児童

中学校３年 全生徒

※ 原則、全公立小・中学校、義務教育学校における上記の学年の全児童生徒を

対象に調査する。ただし、調査の集計・分析については、各学校対象学年から

無作為に１学級ずつを抽出して行う。

４ 質問紙調査対象学年等

小学校４年 全児童

小学校６年 全児童

中学校３年 全生徒

教員 抽出

※ 児童生徒質問紙調査は、学習に対する意識や家庭学習、生活習慣などの状況

等に関する内容について、原則、全公立小・中学校、義務教育学校における上

記の学年の全児童生徒を対象に調査する。ただし、調査の集計・分析について

は、教科に関する調査における集計・分析の抽出学級（各学校対象学年１学級）

の児童生徒を対象に行う。

※ 教員質問紙調査は、授業における指導状況等に関する内容について、抽出し

た小・中学校、義務教育学校における教員を対象に調査する。

５ 対象教科等

小学校４年 国語・算数・質問紙調査

小学校６年 社会・理科・英語・質問紙調査

中学校３年 社会・理科・英語・質問紙調査

教員 質問紙調査

６ その他

(1) 取材方法等

別紙のとおり

(2) 調査問題については、希望があれば、４月１９日（金）１５：００以降に学校

指導課にて資料提供する。

ただし、４月１９日（金）までに調査を終了していない学校がある場合には、

全ての学校の調査が終了次第、提供する。



別紙

令和６年度「全国学力・学習状況調査」及び「石川県基礎学力調査」に

おける取材について

※取材の希望がある場合は、県教委学校指導課にて割り振りなどの調整を
行うので、４月１１日（木）１５：００までに、担当まで連絡願います。期日
より遅れて取材を申し込むことは、控えてください。

１ 取材できる学校は以下のとおりとする。
(1) 小学校 ○金沢市立鞍月小学校

金沢市南新保町リ２７－１ TEL（076）237－6447

○金沢市立米丸小学校
金沢市東力町ニ１５５ TEL（076）291－1361

(2) 中学校 ○石川県立金沢錦丘中学校
金沢市窪６－２１８ TEL（076）241－8404

○金沢市立泉中学校
金沢市弥生１－２６－１ TEL（076）242－2411

○金沢市立城南中学校
金沢市城南１－２４－１ TEL（076）221－6979

２ 取材に当たっての留意事項
(1) 事前（１５日（月）以降）に校長の了解を得、校長の指示に基づき取材する

こと。

(2) 撮影に当たっては、
・「問題用紙」が配付され、「問題用紙」表紙に記載された「注意」の説明が

始まる前までとし、調査実施中は行わないこと。（撮影の開始時刻について
は、１５日（月）以降に、取材する学校に問い合わせること。）

・個人のプライバシーが尊重されるよう配慮し、児童生徒を特定できるような
撮影・報道は行わないこと。
※教室後方からのみの撮影とすること。
※教室内の掲示物等の撮影にも配慮すること。
※教員の顔の撮影は可能だが、顔を大きく写さない、名札を写さない等、

学校名や個人名が特定されないよう、撮影の配慮をすること。

・問題用紙の内容、番号等が記入された解答（回答）用紙を撮影しないこと。
（問題用紙の表紙や未記入の解答（回答）用紙は、撮影してもよい。）

・ 全国学力・学習状況調査においては、(小学校)個人番号シール票、（中学校）
「解答（回答）用紙①表紙」を撮影しないこと。

(3) 調査実施への影響を考慮し、調査を実施中の児童生徒及び校長・教員に対す
る取材については行わないこと。


